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あ
な
た
の
固
定
資
産
の
評
価
額

と
他
の
固
定
資
産
の
評
価
額
を
比

較
し
適
正
か
ど
う
か
を
確
認
し
て

い
た
だ
く
た
め
、
次
の
と
お
り
縦

覧
を
行
い
ま
す
。 

（
期
間
中
縦
覧
料
は
無
料
） 

○
縦
覧
項
目 

・
土
地
価
格
等
縦
覧
…
所
在
、
地

番
、
地
目
、
地
積
、
価
格 

・
家
屋
価
格
等
縦
覧
…
所
在
、
家

屋
番
号
、
種
類
、
構
造
、
床
面

積
、
価
格 

○
縦
覧
対
象
者 

・
土
地
価
格
等
縦
覧
…
町
内
に
所

在
す
る
土
地
の
固
定
資
産
税
の

納
税
者（
代
理
人
含
む
。）の
方 

・
家
屋
価
格
等
縦
覧
…
町
内
に
所

在
す
る
家
屋
の
固
定
資
産
税
の

納
税
者（
代
理
人
含
む
。）の
方 

○
縦
覧
場
所 

　
本
庁
税
務
課 

　
吾
北
総
合
支
所
住
民
課 

　
本
川
総
合
支
所
住
民
課 

○
縦
覧
期
間 

　
４
月
１
日（
金
）〜
５
月
２
日（
月
） 

（
た
だ
し
、
土
、
日
及
び
祝
日
を

除
く
。
） 

 

○
縦
覧
時
間 

　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分 

※
印
鑑
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

※
縦
覧
に
際
し
て
納
税
通
知
書
、

課
税
明
細
書
な
ど
ご
本
人
と
確

認
が
で
き
る
も
の
を
ご
用
意
く

だ
さ
い
。
な
お
、
代
理
人
と
し

て
来
ら
れ
る
場
合
は
、
委
任
状

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

※
平
成
17
年
度
固
定
資
産
税
納
税

通
知
書
は
、
４
月
初
旬
に
発
送

の
予
定
で
す
。 

 

◇
固
定
資
産
課
税
台
帳
の 

　
閲
覧
に
つ
い
て 

　
平
成
15
年
度
か
ら
固
定
資
産
税

の
納
税
義
務
者
、
当
該
固
定
資
産

の
借
地
借
家
人
等
に
該
当
す
る
人

は
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
う
ち
、

こ
れ
ら
の
人
に
関
す
る
固
定
資
産

に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
部
分

の
閲
覧
や
当
該
部
分
に
関
す
る
事

項
の
証
明
書
を
請
求
で
き
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。 

※
印
鑑
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

※
閲
覧
に
際
し
て
納
税
通
知
書
、

課
税
明
細
書
又
は
賃
貸
契
約
書

の
写
し
な
ど
権
利
の
資
格
を
確

認
で
き
る
も
の
を
ご
用
意
く
だ

さ
い
。
な
お
、
代
理
人
と
し
て

来
ら
れ
る
場
合
は
、
委
任
状
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

    

　
町
税
等
（
※
）
の
納
付
に
つ
い

て
口
座
振
替
を
ご
利
用
い
た
だ
い

て
い
る
皆
様
に
、
町
村
合
併
に
伴

う
口
座
振
替
の
取
扱
に
つ
い
て
、

以
下
例
示
し
ま
す
。 

①
固
定
資
産
税
の
場
合 

（
ア
）合
併
前
に
は
２
つ
又
は
３
つ

の
旧
町
村
で
、
口
座
振
替
と
納

付
書
で
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
納
付

さ
れ
て
い
た
方
に
つ
い
て
は
、

合
併
後
は
合
算
し
て
賦
課
さ
れ
、

１
つ
と
な
り
、
す
べ
て
口
座
振

替
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。 

（
イ
）旧
伊
野
町
で
期
別
を
申
し
込

み
、
旧
吾
北
村
で
全
納
の
申
し

込
み
を
さ
れ
て
い
た
方
に
つ
き

ま
し
て
は
、
全
納
が
優
先
さ
れ

す
べ
て
全
納
の
口
座
振
替
に
な

り
ま
す
。 

②
軽
自
動
車
税
の
場
合 

（
ア
）旧
本
川
村
で
口
座
振
替
の
申

し
込
み
を
し
て
い
た
方
が
解
約

せ
ず
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
旧
吾

北
村
に
転
出
し
、
旧
吾
北
村
で

は
口
座
振
替
の
申
し
込
み
を
す

る
こ
と
な
く
納
付
書
で
納
付
し

て
い
た
場
合
、
旧
本
川
村
で
の

口
座
振
替
が
復
活
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。 

（
イ
）法
人
の
場
合
な
ど
で
、
旧
町

村
に
ま
た
が
っ
て
事
業
所
が

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
で
課
税
さ

れ
て
い
て
、
口
座
振
替
と
納

付
書
で
の
納
付
を
さ
れ
て
い

た
場
合
は
口
座
振
替
に
集
約

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

③
町
県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
・

介
護
保
険
料
の
場
合 

（
ア
）軽
自
動
車
税
と
同
様
、
転
出

に
伴
い
休
止
し
て
い
た
旧
町

村
の
口
座
振
替
が
復
活
す
る

場
合
が
想
定
さ
れ
ま
す
。 

（
イ
）旧
町
村
で
の
口
座
振
替
の
申

し
込
み
が
、
期
別
と
全
納
に
な
っ

て
い
た
場
合
は
、固
定
資
産
税

と
同
様
全
納
が
優
先
さ
れ
ま
す
。 

 　
前
記
の
例
に
該
当
し
、
変
更

等
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
平
成

17
年
度
課
税
に
向
け
、
口
座
振

替
の
納
付
区
分
の
変
更
（
全
納
・

期
別
）
手
続
き
を
、３
月
15
日
ま

で
に
申
し
込
み
さ
れ
た
所
定
の

金
融
機
関
又
は
郵
便
局
で
行
っ
て

く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

　
な
お
、
す
で
に
申
し
込
ま
れ

て
い
ま
す
口
座
振
替
に
変
更
の

な
い
方
は
、
手
続
き
は
不
要
で
す
。 

　
※
こ
こ
で
い
う
町
税
等
と
は
、

軽
自
動
車
税
・
固
定
資
産
税
・

町
県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
・

介
護
保
険
料
の
こ
と
で
す
。 

問
い
合
わ
せ
先 

　
税
務
課

８
９
３
―
１
１
１
８ 

町
税
等
の
口
座
振
替 

ご
利
用
の
皆
様
へ 

（
町
村
合
併
に
伴
う
お
知
ら
せ
） 

平
成
17
年 

固
定
資
産
の 

縦
覧
に
つ
い
て 

 

高
知
県
で
は
税
職
員
の
専
門
性

の
向
上
や
事
務
の
効
率
化
を
目
的

と
し
て
事
務
事
業
の
見
直
し
を
行

い
、次
の
よ
う
に
中
央
県
税
事
務

所
の
名
称
な
ど
を
平
成
17
年
４
月

か
ら
一
部
変
更
す
る
予
定
で
す
。 

 

中
央
県
税
事
務
所
の
名
称
を
中
央

西
県
税
事
務
所
に
変
更
し
ま
す
。
住

所
・
電
話
番
号
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

中
央
県
税
事
務
所
管
内
の
自
動

車
税
の
担
当
事
務
所
を
中
央
東

県
税
事
務
所
（
高
知
市
大
津
乙

１
８
２
０
―
１
　

８
６
６
―

８
５
１
０
）
に
変
更
し
ま
す
。 

　
な
お
、
中
央
東
県
税
事
務
所
は
、

４
月
４
日（
月
）か
ら
開
所
し
ま
す
。 

 

車
検
時
の
納
税
証
明
書
の
発
行

や
減
免
措
置
の
申
請
は
、
近
く

の
県
税
事
務
所
で
取
り
扱
っ
て

い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

問
い
合
わ
せ
先 

高
知
県
税
務
課 ８

２
３
―
９
３
１
０ 

高
知
県
か
ら
の
お
知
ら
せ 


